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【入院】 

１ くも膜下出血の脳血管攣縮の薬剤併用について 

（診療科：脳神経外科 ／ 診療区分：点滴 ／ 分類区分：30） 
 

＜診療内容等＞ 

 破裂性椎骨動脈乖離によるくも膜下出血にて脳血管内手術実施。その後、

脳血管攣縮に対して、ピヴラッツ点滴 300 ㎎、オザグレル Na 点滴静注 80 ㎎

バッグ 200ml、ファスジル塩酸塩点滴静注液 30 ㎎ 30.8㎎２ml 投与。 

 脳血管攣縮もなく、良好に経過し、回復期リハビリ病棟へ転棟。 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 ピヴラッツ点滴 300 ㎎、オザグレル Na 点滴静注 80㎎バッグ 200ml、ファ

スジル塩酸塩点滴静注液 30 ㎎ 30.8㎎２ml の３剤は作用機序が異なり、作

用禁忌とはなっていないため、査定理由を確認したい。 

 

＜査定事由＞ Ｂ 

 

＜回答＞ 

従来より、くも膜下出血の脳血管攣縮の薬剤については、2 剤併用までと

して審査をしております。 

ピヴラッツの添付文書にもあるとおり、オザグレル、ファスジルともに出

血傾向の増強をきたすおそれがあるため併用注意となっていること、また３

剤併用は有効性も確認されていないことから、過剰と判断しております。 

 

＜メモ＞ 
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【入院】 

２ 経皮的脳血栓回収術時の脳血管造影撮影について 

（診療科：脳神経外科 ／ 診療区分：画像 ／ 分類区分：70） 

 

＜診療内容＞ 

経皮的脳血栓回収術時の脳血管造影撮影、造影剤使用撮影の写真診断、造

影剤使用撮影（デジタル撮影）、造影剤注入手技（動脈造影カテーテル法）（選

択的血管造影）、電子画像管理加算（造影剤使用撮影） 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

経皮的脳血栓回収術時の脳血管造影撮影に係るものが査定されています。 

手術の施行時においては脳血管造影が必須と考えます。 

経皮的脳血栓回収術には、手術に伴う画像診断は算定しない等の保険請求

上のルールは定められていないと考えます。 

また、このようなケースは算定可能と厚生局に確認済みです。 

別の査定理由があるのでしょうか。査定の理由をご教示ください。 

 

＜査定事由＞ Ｂ 

 

＜回答＞ 

他の脳血管内手術には「注 手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定し

ない。」と通知されており、当該手技料には通知されていない理由について厚

生労働省に確認中ですが、他の脳血管内手術と同様に血管内手術は血管撮影

をしながら行う手術であり、脳血管内手術と同様に術中の画像診断の費用は

手術の費用に含まれているものと考えております。 

 

＜メモ＞ 
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【入院】 

３ 麻酔について 

（診療科：循環器内科 ／ 診療区分：麻酔 ／ 分類区分：50） 
 

＜診療内容等＞ 

 アブレーション時に呼吸管理をしているため、閉鎖循環式全身麻酔を算定

しているが、静脈麻酔に査定されている。 

 症状詳記に必要性を記載している。 

また、術時に係わるバルーンカテーテルも査定。経食道心エコーをディプ

ソバン鎮静下で行っていたため、静脈麻酔で算定しているが査定。 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 当院では症状詳記のとおり、安全性と効果を考慮し、完全呼吸管理下全身

麻酔での術の施行をしています。また経食道心エコーもディプソバン鎮静下

で行っています。保険診療上過剰の判断基準をご教示下さい。 

 

＜査定事由＞ Ｂ 

 

＜回答＞ 

心房細動のカテーテルアブレーション治療における手術内容より、閉鎖循

環式全身麻酔は過剰と判断し、静脈麻酔（十分な体制で行われる長時間のも

の）（単純）が妥当と考えます。 

また、経食道心エコーにおける静脈麻酔は過剰と判断しております。膀胱

留置用ディスポーザブルカテーテルにつきましても、アブレーション施行後

の麻酔からの覚醒時間を考慮すると、２４時間以上体内留置されていないも

のと判断しております。 

 

＜メモ＞ 
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【入院】 

４ 同一部位の手術について 

（診療科：整形外科 ／ 診療区分：DPC ／ 分類区分：50） 

 

＜診療内容等＞ 

 L4椎体骨折に対し、6/20後方固定術施行。腰椎椎間板性椎間孔狭窄の診断

がその後あり、痛みがひかない訴えもあったため、7/8椎弓切除を行った。 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 骨折に対し手術を行ったが、その後、狭窄の病名が新たに診断されたため、

同一部位ではあるが新たな手技として算定した。 

前回の手術日よりあまり日を空けず同一部位の手術となったため、一連と

判断されたと考える。 

 短期間の再手術であっても、入院後の転倒等による骨折などに対してなら

ば、近い部位であっても算定できるのか。 

 

＜査定事由＞ 返礼 

 

＜回答＞ 

一般的に、同一部位（脊椎では同一高位に同方向からの侵入）に行われた

手術は、一連のものとみなします。 

見解に記載されたような、入院後の転倒による骨折というご説明は、一回

目の手術時点での傷病名が「L4 椎体骨折」であるとするならば（6 月のレセ

プト上入院契機病名であり、かつ予定入院となっています）、成り立たないご

説明と思います。 

症状詳記をお書きいただく場合は、傷病名の開始日、症状の詳細な推移な

どをわかりやすくご記入ください。 

 

＜メモ＞ 
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【入院】 

５ 病理検査の実施について 

（診療科：整形外科 ／ 診療区分：検査 ／ 分類区分：60） 

 

＜診療内容等＞ 

 左脛骨内顆内骨壊死に対して人工関節置換術（膝）実施（手術記録別紙） 

 術日に T-M（組織切片）を実施したが A 査定された。 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 H31.3.29関節リウマチ・膝関節発症（レセプト病名あり） 

A 査定の理由をご教示いただきたい。 

 脛骨骨壊死、関節リウマチ・膝関節の病名があるにもかかわらず A査定と

なっている理由を教えていただきたい。 

また、この場合の T-M を実施する理由となりうる病名を教えていただきた

い。 

 

＜査定事由＞ Ａ 

 

＜回答＞ 

関節リウマチと、左脛骨内顆骨壊死が傷病名に見られ、左側の人工膝関節

全置換術時に、壊死部位を中心とした病理検査が行われることは妥当なもの

であると考えていますが、２部位以上の病理検査の請求には、詳記等での説

明が必要と判断しています。 

なお、今回お申し出時に添付された 7 月 12 日の手術誌が、当初ご請求時に

も添付されていたものとすれば、病理検査、細胞学的検査は無にチェックさ

れており、手術誌上も、検体採取の記述がないことから、行われなかったと

いう判断となります。 

 

＜メモ＞ 
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【入院】 

６ 認知症ケア加算について 

（診療科：内科 ／ 分類区分：入院加算 A-247） 

 

＜診療内容等＞ 

 認知症の症状があり、介助が必要な状態にある患者に対しケアを行ったた

め、認知症ケア加算を算定した。 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 認知症ケア加算３は、認知症の症状がある患者に対して算定したが、認知

症という決定病名が付いていないと査定となってしまうのでしょうか。 

 

＜査定事由＞ Ａ 

 

＜回答＞ 

認知症ケア加算は、認知症による行動・心理症状や意思疎通の困難さが見

られ、身体疾患の治療への影響が見込まれる患者に対し、病棟の看護師等や

専門知識を有した多職種が適切に対応することで、認知症症状の悪化を予防

し、身体疾患の治療を円滑に受けられることを目的とした評価とされており、

その算定対象となる患者は、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準におけ

るランクⅢ以上に該当すること（ただし、重度の意識障害のある者（ＪＣＳ

（Japan Coma Scale）でⅡ－３（又は 30）以上又はＧＣＳ（Glasgow Coma 

Scale）で８点以下の状態にある者）を除く。）と定められております。  

以上の事から対象となる患者に該当していることが判断できる場合は算定

を認めております。 

 

＜メモ＞ 
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【入院】 

７ 関節形成術について 

（診療科：整形外科 ／ 診療区分：手術 ／ 分類区分：50） 

 

＜診療内容等＞ 

 拇指関節形成術に伴う腱移植術が A 査定された。 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 関節形成術は、その関節に対する総べての手術を含むと回答されましたが、

別皮切の長掌筋腱からの移植も含まれるのでしょうか。 

 また、腱移植術時の同時算定は、どの様な場合が可能なのでしょうか。 

 

＜査定事由＞ Ａ 

 

＜回答＞ 

関節形成術には、当該関節に行う手術のすべての要素が含まれているもの

と判断しています。腱移植の他の手術との同時算定は、厚生労働省告示第 74

号「複数手術に係る費用の特例」に記載された手術術式の組み合わせでのご

請求の場合にのみ可能です。 

なお、査定記号に関しましては、本件は医科点数表の手術通則１４「同一

手術野又は同一病巣につき、２以上の手術を同時に行った場合の費用の算定

は、主たる手術の所定点数のみにより算定する。」により、算定要件に合致し

ないという理由での減点となりますので、D項とすべきでした。 

また、添付の手術誌は、術式欄は請求内容と整合していますが、手術経過

はデュプイトラン拘縮症の手術内容となっております。請求前あるいは申出

前に十分な確認をしていただきますようお願い申し上げます。 

 

＜メモ＞ 
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【入院】 

８ 観血的整復固定術について 

（診療科：整形外科 ／ 診療区分：手術 ／ 分類区分：50） 

 

＜診療内容等＞ 

 観血的整復固定術（大腿）の減算査定について 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 β-TCP の移植及び 1500 ㏄の出血、その結果 MAP6 単位の輸血などを行い、

３時間４５分を要した手術ですが、減算では創傷処理 2400 点となっておりま

すが、その理由についてご教授願いたい。 

 

＜査定事由＞Ｃ 

 

＜回答＞ 

請求時のレセプトの手術詳記に、３月９日の人工関節再置換術の術中操作

で大腿骨の遠位部粉砕骨折が発生し、当日は内固定材料の準備がなかったた

め後日に観血的整復固定術（インプラント周囲骨折）が行われたことが記載

されています。 

内固定材料の準備があれば、当日の一連の手術として施行され、同一術野

であることにより主たる手術のみの算定となるべき経過と思われます。 

これらのことから１９日の手術の創傷処理への振り替えは、一連の手術と

みなされた結果となります。 

 

＜メモ＞ 
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【入院】 

９ ガイドワイヤーについて 

（診療科：泌尿器科 ／ 診療区分：手術 ／ 分類区分：50） 

 

＜診療内容等＞ 

 ガイドワイヤーについて 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 ガイドワイヤーは「カテーテルを目的の部位に誘導するためのもの」と 

あるため尿管鏡を進めるための使用では認められないのでしょうか。 

 

＜査定事由＞Ｄ 

 

＜回答＞ 

併用されている尿管ステントセットの保険メモに「ガイドワイヤーは別に

算定できない」と記載されておりますことから、減点となっております。 

 

＜メモ＞ 
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【入院】 

10 エルカルチン FF 静注 1000 ㎎シリンジについて 

（診療科：腎臓内科／ 診療区分：注射 ／ 分類区分：30） 

 

＜診療内容等＞ 

 エルカルチン FF静注 1000 ㎎シリンジについて 

 

 

＜査定に対する見解＞ 

 カルニチン欠乏症の病名があるにも関わらず査定されています。 

 どのような理由によるものかご教示ください。 

 

＜査定事由＞Ａ 

 

＜回答＞ 

当初、ご請求いたレセプトには慢性腎不全の病名はございましたが、カル

ニチン欠乏症の病名はございませんでしたので、適応外と判断させていただ

いております。 

 

＜メモ＞ 
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